
　
英
国
で

は
、
国
民
投

票
で
Ｅ
Ｕ
か

ら
離
脱
す
る

と
い
う
選
択
が
示
さ
れ
た
。
我

が
国
よ
り
は
る
か
に
民
主
主
義

の
進
ん
だ
国
の
は
ず
で
あ
る
が
、

過
激
な
声
に
流
さ
れ
た
の
か
、

そ
ん
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
と
高
を
く
く
っ
た
人
が
投
票

に
行
か
な
か
っ
た
の
か
、接
戦
と

は
い
え
驚
く
結
果
だ
。
再
投
票

を
と
の
声
も
あ
る
よ
う
だ
が
、そ

の
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。
経

済
は
世
界
に
影
響
を
与
え
、
自

国
の
分
裂
を
も
き
た
し
か
ね
な

い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

米
国
で
も
過
激
な
発
言
を
繰
り

返
す
御
仁
が
大
統
領
候
補
に
な

る
よ
う
だ
▼
一
方
、
我
が
国
で

は
参
議
院
選
挙
で
あ
っ
た
。方

や
、安
保
法
制
や
改
憲
に
つ
い

て
は
触
れ
ず
に
、
経
済
の
方
に

目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
し
、方

や
、改
憲
勢
力
に
3
分
の
2
を

与
え
な
い
を
掲
げ
、
議
論
の
か

み
合
わ
な
い
選
挙
だ
っ
た
。加

え
て
、都
知
事
選
挙
の
候
補
者

選
び
の
ニ
ュ
ー
ス
や
、バ
ン
グ
ラ

デ
シ
ュ
で
の
テ
ロ
で
邦
人
の
犠

牲
者
が
出
た
こ
と
な
ど
大
き
な

ニ
ュ
ー
ス
が
重
な
り
、
選
挙
へ

の
関
心
が
薄
ま
り
は
し
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
▼
そ
の
結
果
、日

本
は
改
憲
勢
力
が
両
院
で
三
分

の
二
を
占
め
る
と
い
う
新
し
い

時
代
に
入
っ
た
。
改
憲
勢
力
の

な
か
に
も
い
ろ
い
ろ
の
考
え
が

あ
る
よ
う
だ
が
、選
挙
で
議
論
さ

れ
な
い
ま
ま
、
改
憲
が
現
実
の

問
題
に
な
り
、
国
民
投
票
も
遠

く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。国
民
は
、

国
民
投
票
で
甘
い
言
葉
や
過
激

な
言
動
に
踊
ら
さ
れ
な
い
有
権

者
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
選

挙
前
に
出
版
さ
れ
た
『
あ
た
ら

し
い
憲
法
草
案
の
は
な
し
』
は

一
読
に
値
す
る
。 

（
門
雀
庵
）

　
日
本
の
医
療
制
度
が
、
名
実

と
も
に
「
皆
保
険
制
度
」
で
あ

り
え
た
の
は
、
そ
れ
を
支
え
る

に
ふ
さ
わ
し
い
保
険
制
度
と
提

供
体
制
が
存
在
し
て
い
た
か
ら

だ
。
い
ま
国
は
、
そ
の
二
つ
の

仕
組
み
を
、
構
造
改
革
の
一
環

と
し
て
変
え
て
い
こ
う
と
し
て

い
る
。

　
医
師
制
度
や
医
師
養
成
制
度

の
改
変
は
、
国
か
ら
見
れ
ば
提

供
体
制
改
革
の
一
環
で
あ
り
、

提
供
体
制
を
「
皆
保
険
の
担
い

手
」
と
い
う
側
面
か
ら
変
え
る

も
の
だ
。
今
熱
い
議
論
の
渦
中

に
あ
る「
専
門
医
制
度
」は
、
こ

れ
に
大
き
く
か
か
わ
り
を
持
つ
。

　
第
31
回
保
団
連
医
療
研
究

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
こ
れ
か
ら

の
「
専
門
医
制
度
」
の
あ
り
方

や
国
が
考
え
て
い
る
医
師
制
度

改
変
と
そ
れ
に
伴
う
医
療
提
供

　「
新
専
門
医
制
度
」
は
、
2

0
1
7
年
度
開
始
を
目
標
に
こ

れ
ま
で
制
度
構
築
の
議
論
が
進

め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
専
攻
医
の
給
与
労
働
条

件
・
身
分
保
障
、
既
存
医
師
と

新
制
度
の
関
わ
り
、
基
幹
病
院

と
な
る
大
学
病
院
・
大
病
院
、

どうなる？ 日本の医療の姿
―これからの医療提供体制、新専門
　医制度がつくる医師制度
●パネラー
羽鳥　 裕氏　公益社団法人日本医師会常任理事、社保審

医療部会「専門医養成の在り方に関する専
門委員会」委員、日本専門医機構理事

草場 鉄周氏　日本プライマリ・ケア連合学会副理
事長、専門医制度推進委員会委員長

伯野 春彦氏　厚労省医政局地域医療計画課医師確保等地
域医療対策室長（在宅医療推進室長併任）

三浦 清春氏　全国保険医団体連合会政策担当副会長

●司会・コーディネーター　
　近藤 克則氏　千葉大学教授

体
制
に
つ
い
て
情
報
を
共
有

し
、
今
後
も
効
率
的
で
質
の
良

い
医
療
提
供
を
保
障
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
現
場
で
皆

保
険
体
制
を
支
え
て
き
た
私
た

ち
開
業
保
険
医
の
役
割
重
視
と

正
当
な
評
価
が
必
要
と
の
視
点

で
問
題
提
起
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。

　
初
日
と
な
る
10
月
9
日
に

は
、「
ど
う
な
る
？
日
本
の
医

療
の
姿
」
と
題
し
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
。
2
日
目
の
10
日

は
、
午
前
に
日
常
診
療
の
実
践

報
告
を
持
ち
寄
る
分
科
会
、
午

後
に
は
各
分
科
会
で
の
報
告
と

討
論
を
踏
ま
え
た
テ
ィ
ー
チ
・

イ
ン
「
皆
保
険
体
制
の
持
続
可

能
性
と
開
業
医
医
療
」
を
開
催

す
る
。
本
紙
2
9
7
0
号
に
案

内
チ
ラ
シ
を
同
封
し
、
会
員
諸

氏
に
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る

が
、
あ
ら
た
め
て
皆
様
の
ご
参

加
を
お
願
い
し
た
い
。
参
加
費

は
医
師
8
0
0
0
円
、
コ
メ

デ
ィ
カ
ル
5
0
0
円
。
会
場
は

京
都
国
際
会
館
。
お
申
し
込
み

は
協
会
事
務
局
ま
で
。

都
市
部
へ
の
医
師
集
中
な
ど
、

医
師
と
地
域
医
療
へ
の
影
響
と

い
う
点
で
の
懸
念
が
払
拭
で
き

ず
、
日
本
医
師
会
を
は
じ
め
と

し
た
医
療
団
体
か
ら
原
点
に
立

ち
戻
っ
て
検
討
を
す
べ
し
と
の

要
望
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

現
時
点
で
は
、
2
0
1
7
年
度

か
ら
の
全
面
実
施
は
潰
え
た
と

い
っ
て
よ
い
状
況
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
方
新
た
な
問
題

と
し
て
、
専
門
科
偏
在
、
地
域

偏
在
へ
の
対
応
策
と
し
て
の
医

師
の
適
正
配
置
と
数
の
管
理
と

い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
始
め
て

い
る
。
保
険
医
定
数
制
、
自
由

　
翌
日
の
10
日
（
月
・
祝
）
は

午
前
に
日
常
診
療
の
実
践
報
告

を
10
分
科
会
と
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ

シ
ョ
ン
に
分
か
れ
て
発
表
。
午

後
か
ら
は
、
各
分
科
会
の
報
告

と
討
論
を
持
ち
寄
り
、
テ
ィ
ー

チ
・
イ
ン
を
行
う
予
定
だ
。

　
テ
ィ
ー
チ
・
イ
ン
は
、「
皆

保
険
体
制
の
持
続
可
能
性
と
開

業
医
医
療
―
皆
保
険
成
功
の
秘

訣
は
『
開
業
医
的
医
療
』
に
あ

り
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。

日
本
の
医
師
、
歯
科
医
師
は
皆

保
険
成
立
以
来
、
そ
の
担
い
手

（
保
険
医
）
と
し
て
、「
保
険
で

良
い
医
療
」
と
「
保
険
で
良
い

医
業
経
営
」
の
一
体
的
な
実
現

を
求
め
て
き
た
。

　
一
方
で
、
患
者
の
生
活
と
健

康
の
守
り
手
と
し
て
の
保
険
医

は
、
無
用
な
負
担
を
避
け
る
医

療
に
も
心
を
配
っ
て
き
た
。
そ

　　分 科 会 10/10  9：00～12：30

　　 ティーチ・イン（討論集会） 10/10 13：30～16：00

シンポジウム 10/9 15：30～18：00

開
業
の
規
制
、
総
合
診
療
医
の

地
域
へ
の
配
置
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
う
い
っ
た
問
題
に
焦

点
を
あ
て
よ
う
と
今
回
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
ど
う
な

る
？
日
本
の
医
療
の
姿
―
こ
れ

か
ら
の
医
療
提
供
体
制
、
新
専

門
医
制
度
が
つ
く
る
医
師
制

度
」
と
題
し
て
各
専
門
家
を
お

招
き
し
た
。（
左
上
表
）

の
結
果
、
効
率
的
で
質
の
良
い

今
の
日
本
の
医
療
を
形
づ
く
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

　
各
分
科
会
で
報
告
さ
れ
た
各

地
の
保
険
医
の
実
践
報
告
を
参

考
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
医

療
に
必
要
な
保
険
医
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
議
論
を
行
っ
て
い

き
た
い
。

　　ポスターセッション 10/10  9：00～15：00

「
ど
う
な
る
？ 

日
本
の
医
療
の
姿
」

　
　 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

翌
日
は
分
科
会
と
討
論
集
会
へ

①認知症分科会
　　杉本　英造氏　「認知症治療：訪問診療と多職種連携の必要性」
　　木村　　進氏　「一人暮らしの認知症のリスク」
　　関　　　透氏　「下京区・南区認知症ケア地域連携協議会の10年」
　　松田かがみ氏　「宇治久世医師会における認知症の取り組み」
②癌を含めた終末期分科会
　　上田　通章氏　「『在宅死』における医者とコメディカルとのジレンマ」
　　山下　　琢氏　「ICTと転送電話を利用した土日限定看取り当番医制度」
　　西原　　寛氏　「私の看取りについて」
③難病（障害、リハビリを含む）分科会　
　　藤田　祝子氏　「地区医師会で取り組む『難病相談室』」
④高齢者分科会（Ａ・Ｂ）
　　須川　典亮氏　「高齢化過疎地域での在宅医療の限界と対策」
　　礒部　博子氏　「皮脂欠乏性湿疹治療への開業的アプローチ」
　　柳澤　　衛氏　「臨床現場からの提言『京都府郡部で開業する医師の報告』」
⑤子どもの医療と健康問題分科会
　　長谷川　功氏　「当院における小児在宅医療への取り組み～寄り添いと連携の視点を持って～」
　　幸道　直樹氏　「小児が発端者であるインフルエンザの家族内感染調査」
　　森　　啓之氏　「夜尿症児における日常生活指導の効果」
　　家森百合子氏　 「発達障害児の早期発見早期治療の重要性と小児科の保険診療でできる限界」
　　山内　英子氏　「病児保育の現状と今後の展望」
　　尾崎　　望氏　「格差と貧困の広がりの中で小児科医療機関の果たす役割」
⑥メンタルヘルス分科会
　　才村　泰夫氏　「認知症患者を抱える家族のメンタルヘルスケアについて」
　　礒野　　理氏　 「ためこみ症（Ｈoarding disorder）：当院で関わった症例の特徴と経過について」
　　丸井　規博氏　「地域精神医療における垂直統合型診療所のあり方」
⑦「生活習慣病」分科会
　　辻　　俊明氏　 「スマートフォンおよびコンピューターディスプレイの眼および身体に及ぼす影響」
　　倉田　　正氏　「～肛門健康音頭でルンルンルン～」
⑧貧困・労働・生活・環境問題がベースにある医療と健康の問題分科会
　　河本　一成氏　 「福島第一原発事故による避難者こども検診の取り組みについて」
　　山本　昭郎氏　 「京都府内の大気汚染調査第12報―会員協力のもとでNO2カプセル測定―」
　　三浦　次郎氏　 「無料低額診療を広げてほしい～無低を適用して安心して癌緩和治療を続けられた症例を通じて～」
⑨口腔の健康問題分科会
⑩医療技術、医学・医療運動史、医療制度問題・医療運動分科会（Ａ・Ｂ）
　　門　　祐輔氏　「地方都市における民間小病院の役割―京都府北部での経験―」
　　礒野　　理氏　「旧日本軍遺棄毒ガス被害者実態調査と日中共同医療支援」
　　関　　　浩氏　「自院で経験した虚血性大腸炎53例―開業医としての対処」

全国からの応募演題数 160

①基調講演
　「日本の医師 歯科医師・保険医の運動の歴史と課題」
　　住江　憲勇氏（保団連会長）
　　宇佐美　宏氏（保団連歯科代表）
②各分科会からの報告　　③討論
④「開業医医療復権・京都宣言」の採択

皆保険体制の持続可能性と開業医医療
―皆保険成功の秘訣は「開業医的医療」にあり

「保険で良い医療」を実現する
医療実践について考える
―「開業医医療の復権」をめざして―

京都からの
発表一覧

医
療
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い

宇田　憲司氏　開業保険医の国民医療への貢献―その法的基盤―
砺波　博一氏　医療安全への対策―応召義務違反を訴える裁判例から
林　　一資氏　医事紛争・医療訴訟からみる医療安全対策
松原　為人氏　急性期教育病院と地域へのヘルスプロモーションの拠点を目指した病院新築移転計画のコンセプト

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 7 月 2 0 日 第 2 9 7 1 号京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行( 1 )

メディカルページ http://www.healthnet.jp　保険医専用サイト http://www.hokeni.jp（ユーザー名・パスワードとも kyohoi)　メールアドレス info@hokeni.jp

主な内容

主
張
・
京
都
の
医
療
安
全
は
保
険
医
協
会
か
ら 

（
2
面
）

談
話
・
参
院
選
結
果
を
受
け
て 

（
3
面
）

政
策
解
説
・
国
保
の
都
道
府
県
化 

（
4
面
）

東海道新幹線
山陽新幹線

阪急京都線

JR京都駅
国立京都
国際会館
（国際会館駅）烏丸駅

地下鉄烏丸線
（京都駅より20分・四条駅より16分）

地下鉄東西線・烏丸線
（地下鉄三条駅より20分）

三条駅

JR京都線

京阪本線

京 都
山科

三条京阪

五条

烏丸

河原町

二条

北大路

国際会館駅

地
下
鉄
烏
丸
線

京
阪
電
鉄

近
鉄

地
下
鉄
東
西
線

阪急電鉄

東海道新幹線

JR東
海道
線

国立京都
国際会館

宝ヶ池
宝ヶ池公園

同志社
小・中・高等学校
地下鉄出口

グランドプリンスホテル京都

地
下
鉄
国
際
会
館
駅

3

4
地下鉄出口

駐車場

第31回保団連
医療研究フォーラム

主催●全国保険医団体連合会
主務●京都府保険医協会・京都府歯科保険医協会

10月9日（日）15：30～19：45

10月10日（月・祝）9：00～16：00

京都市・京都国際会館

京都市・京都国際会館
京都市左京区宝ヶ池

〒606-0001
京都市左京区岩倉大鷺町422
TEL.075-705-1229

 日本の医療制度が、名実ともに「皆保険制度」でありえたのは、それを支える
にふさわしい保険制度と提供体制が存在していたからです。
　いま国は、その二つの仕組みを、「皆保険制度」の構造を変える改革の一
環として変えていこうとしています。
　医師制度の改変は、提供体制改革の一環であり、提供体制を「皆保険の担
い手」という側面から変えるものです。この医師制度の改変に、今年から始ま
った「新専門医制度」が使われようとしています。
　第31回保団連医療研究フォーラムでは、この問題意識に基づき「新専門
医制度」後の医療の姿について考えるとともに、今後の医師制度について、
これまで皆保険制度を支えてきた私たちの医療実践を踏まえた意見交換を
したいと考えています。

TEL:03-3375-5121（保団連）
または所属の保険医協会・保険医会へ

メインテーマ

「保険で良い医療」を実現する
医療実践について考える
―「開業医医療の復権」をめざして

市営地下鉄烏丸線「国際会館駅」から徒歩5分

日　時

会　場

お問い合わせ

開催趣旨

参加費
医師・歯科医師：8,000円
協会事務局：2,000円　　
コ・メディカル、コ・デンタル：500円
市民：無料

その他
ウエルカムパーティー参加費 10,000円
昼食弁当代（10/10）2,000円
オプション企画　別項ご確認ください

所属の保険医協会・保険医会を通じて
お申し込みください。



「
新
専
門
医
制
度
」
実
質

義
務
化
の
認
知
度
は
56
％

　
新
専
門
医
制
度
の
も
と
で

は
、「
医
師
は
基
本
領
域
の
い

ず
れ
か
の
専
門
医
を
取
得
す
る

こ
と
を
基
本
と
す
る
」
こ
と
と

さ
れ
る
。
こ
れ
が
15
年
春
の
卒

業
生
か
ら
実
質
義
務
化
さ
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
認
知
度
は
、
56

％
で
あ
っ
た
。（
図
1
）

診
療
報
酬
や
適
正
配
置

―
差
別
化
を
危
惧

　
新
専
門
医
制
度
の
も
と
で
の

専
門
医
と
、
そ
う
で
な
い
医
師

療
報
酬
の
方
に
拒
否
感
が
強
く

で
て
い
る
。（
図
2
・
3
）

総
合
診
療
専
門
医
へ
の

期
待
度
は

　
予
定
通
り
行
わ
れ
る
と
す
れ

ば
、
20
年
度
か
ら
新
制
度
下
で

の
専
門
医
認
定
が
始
ま
り
、
そ

の
数
年
後
に
は
新
専
門
医
の
地

域
で
の
開
業
、
数
十
年
後
に
は

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
医
師
が
置

き
換
わ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在

の
開
業
医
と
は
違
う
研
修
を
受

け
た
医
師
（
総
合
診
療
専
門

医
）
が
地
域
を
み
る
こ
と
に
つ

い
て
、
ど
う
考
え
る
か
。
総
合

診
療
専
門
医
が
地
域
を
み
る
こ

と
に
つ
い
て
、「
今
の
開
業
医

の
良
さ
を
継
承
し
て
ほ
し
い
」

が
45
％
と
な
っ
た
が
、「
期
待

す
る
」
も
24
％
あ
る
。「
不
安

を
感
じ
る
」
は
21
％
だ
っ
た
。

（
図
4
）

専
門
医
保
持
者
の

約
8
割
が
更
新

　
現
行
の
専
門
医
資
格
に
つ
い

て
は
、
19
年
度
ま
で
に
随
時
新

制
度
に
更
新
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
が
、
更
新
あ
る
い
は
新
た

に
取
得
す
る
こ
と
を
考
て
い
る

か
。
現
行
の
専
門
医
資
格
は
約

6
割
が
保
持
、
そ
の
う
ち
約
8

割
が
更
新
。
更
新
し
な
い
人
の

が
併
存
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

が
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
差
別

化
を
図
ろ
う
と
す
る
懸
念
が
拭

え
な
い
。
診
療
報
酬
で
の
評
価

や「
適
正
配
置
」が
行
わ
れ
る
と

し
た
ら
、ど
う
考
え
る
か
。「
反

対
」
が
診
療
報
酬
は
55
％
、
適

正
配
置
は
46
％
。「
い
た
し
か

た
な
し
」
が
診
療
報
酬
31
％
、

適
正
配
置
は
36
％
。「
賛
成
」は

診
療
報
酬
で
9
％
、
適
正
配
置

で
11
％
。
適
正
配
置
よ
り
も
診

　
2
0
1
5
年
度

京
都
府
内
の
医
事

紛
争
の
主
な
特
徴

を
挙
げ
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

　
①
事
故
報
告
件

数
は
27
件
で
、
前
年
度
に
比
べ

7
件
減
少
し
て
お
り
、
こ
こ
数

年
減
少
傾
向
は
維
持
さ
れ
て
い

る
。
②
事
故
報
告
数
の
病
診
比

率
は
病
院
：
診
療
所≒

5
：
4

で
、
病
院
の
減
少
が
著
し
い
。

③
全
事
故
報
告
中
、
97
・
2
％

が
既
に
解
決
し
た
（
過
去
最
高

の
解
決
率
）。
④
複
数
回
の
紛

争
報
告
を
さ
れ
る
会
員
医
療
機

関
が
減
少
傾
向
に
あ
る
。
⑤
弁

護
士
会
主
催
の
医
療
Ａ
Ｄ
Ｒ

（
裁
判
外
紛
争
解
決
）
が
若
干

の
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
見
れ

ば
、
医
療
現
場
の
状
況
が
少
し

ず
つ
で
は
あ
る
が
、
確
実
に
改

善
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
最

高
裁
の
公
表
し
て
い
る
医
療
裁

判
数
も
8
0
0
件
台
で
推
移
し

て
お
り
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
。

医
療
安
全
に
関
し
て
は
、
2
0

0
0
年
代
後
半
か
ら
言
わ
れ
て

い
た
医
療
崩
壊
は
一
応
の
終
息

を
迎
え
た
と
判
断
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。
政
府
が
設
立
し
た
医
療

事
故
調
査
制
度
（
事
故
調
）

も
、
当
初
危
惧
さ
れ
た
よ
う

な
、
医
事
紛
争
の
刑
事
問
題
化

等
は
起
こ
っ
て
お
ら
ず
、
想
定

以
上
に
報
告
数
も
少
な
い
よ
う

だ
。
た
だ
し
、
協
会
は
過
去
45

年
分
の
統
計
デ
ー
タ
か
ら
、
17

年
度
ご
ろ
に
紛
争
の
急
増
が
起

こ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
き

た
。
現
在
、
重
大
な
医
事
紛
争

数
が
増
加
し
て
い
る
様
子
は
な

い
が
、
細
か
い
紛
争
件
数
は
若

干
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い

る
。
油
断
大
敵
で
あ
る
。
会
員

各
位
に
は
、
今
だ
か
ら
こ
そ
医

療
安
全
対
策
に
力
を
入
れ
て
い

た
だ
き
た
い
。
過
去
の
協
会
の

経
験
か
ら
、
紛
争
が
頻
発
し
た

時
代
で
は
、
事
後
対
応
に
追
わ

れ
て
、
事
前
対
応
、
つ
ま
り
予

防
対
策
ま
で
な
か
な
か
手
が
回

ら
な
い
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
繰
り
返
し
と

な
る
が
、
今
こ
そ
医
療
安
全
対

策
を
充
実
さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
で

あ
る
。

　
協
会
は
半
世
紀
以
上
も
医
療

安
全
に
取
り
組
ん
で
き
た
、
全

国
的
に
も
稀
に
み
る
医
療
団
体

で
あ
る
。
実
績
も
確
か
な
も
の

が
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
。
会

員
各
位
に
と
っ
て
は
、
他
者
と

比
較
も
し
づ
ら
く
、
協
会
の
ど

こ
が
具
体
的
に
良
い
の
か
わ
か

り
に
く
い
面
も
あ
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
が
、
実
際
に
医
事
紛
争

を
経
験
さ
れ
な
く
て
も
、
協
会

の
予
防
対
策
に
関
わ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
や
研
修
会
、
出
版
物
を

ま
ず
は
改
め
て
確
認
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
必
ず
「
協
会
な
ら

で
は
」
の
経
験
と
テ
ク
ニ
ッ

ク
、
考
え
方
を
ご
理
解
い
た
だ

け
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
具
体
的
な
協
会
の
活

動
を
二
つ
ほ
ど
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
く
。
協
会
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

「
医
療
安
全
研
修
Ｄ
Ｖ
Ｄ

P
artⅡ

」
が
月
刊
保
団
連
の

7
月
号
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
17
年
3
月
4
日
（
土
）

に
は
恒
例
の
医
療
安
全
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
医
療
と
介

護
、
特
に
高
齢
患
者
に
関
す
る

医
事
紛
争
を
取
り
上
げ
る
予
定

で
あ
る
。
会
員
各
位
に
は
是
非

と
も
ご
利
用
ま
た
は
参
加
願
い

た
い
。

　
最
後
に
、
不
明
な
点
は
い
つ

で
も
事
務
局
に
ご
連
絡
い
た
だ

け
れ
ば
、
個
々
に
応
じ
た
対
応

を
と
れ
る
よ
う
体
制
を
常
に
整

え
て
い
る
。
京
都
の
医
療
安
全

は
京
都
協
会
か
ら
始
ま
っ
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
な
く
、
こ
れ

か
ら
も
会
員
本
位
の
医
療
安
全

を
目
指
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

京
都
の
医
療
安
全
は
保
険
医
協
会
か
ら

　
医
事
紛
争
の
2
0
1
5
年
度
状
況
を
踏
ま
え
て

理
由
は
「
年
齢
」
が
多
い
。
新

た
に
取
得
も
3
％
あ
っ
た
。

（
図
5
）

　
自
由
意
見
で
は
、「
先
進
諸

国
に
比
し
て
我
が
国
の
専
門
医

制
度
は
遅
れ
て
い
る
。
一
般
開

業
医
も
日
進
月
歩
の
医
療
技
術

を
取
得
す
る
努
力
を
常
に
す
べ

き
」
と
新
制
度
を
肯
定
的
に
と

ら
え
る
意
見
も
あ
る
が
、「
専

門
性
も
総
合
性
も
と
も
に
賛
成

だ
が
医
師
身
分
差
別
に
は
断
固

反
対
で
す
」「
任
意
団
体
の
私

的
制
度
が
公
的
保
険
の
運
用
の

条
件
に
な
る
こ
と
が
納
得
で
き

ま
せ
ん
」「
地
域
格
差
の
解
消

を
本
当
に
行
政
が
や
る
気
が
あ

る
の
か
。
下
手
を
す
る
と
第
二

の
医
療
崩
壊
招
く
」「
大
学
医

局
の
影
響
力
が
増
し
て
関
連
病

院
が
固
定
し
て
し
ま
う
恐
れ
が

大
き
い
」「
制
度
を
突
然
国
主

導
と
し
て
行
う
こ
と
の
奇
異
さ

に
驚
く
と
と
も
に
、
全
て
の
医

師
が
専
門
医
で
あ
る
こ
と
な
ど

あ
り
え
な
い
の
に
、
と
も
か
く

シ
ス
テ
ム
を
組
み
立
て
よ
う
と

す
る
こ
と
の
愚
か
さ
に
驚
く
。

国
の
方
針
に
反
対
の
表
明
と
し

て
更
新
し
な
い
」
な
ど
批
判
的

な
意
見
が
多
く
あ
っ
た
。

 日　時 9月14日（水）午後２時～４時
 場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
 研修内容

仕事の進め方・仕事の管
理の基本・個人の目標と
組織の目標との調和、患
者さんとのコミュニケー
ションの取り方について
など、ゲーム形式で体験
しながら楽しく学びます。

 講　師 茂木 治子氏（元日本航空客室乗務員）
 定　員 50人（要申込）
 協　賛 有限会社アミス

医院・診療所での
接遇マナー研修会

中級
コース

　
協
会
は
2
0
1
5
年
11
月
か
ら
16
年
5
月
に
か
け
て
、
会

員
対
象
に
「
新
専
門
医
制
度
」
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
。
17
年
度
開
始
に
向
け
て
準
備
さ
れ
て
き
た
新
制
度
は
、

昨
年
末
頃
か
ら
地
域
医
療
へ
の
影
響
を
懸
念
す
る
声
が
強
ま

り
、
延
期
も
含
め
た
議
論
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
は
そ
の
大
き
な
動
き
を
は
さ
ん
だ
期
間
に
実
施
。
本
紙
で

は
早
く
か
ら
問
題
点
の
指
摘
を
繰
り
返
し
て
き
た
た
め
か
、

回
答
の
傾
向
は
昨
年
9
月
に
同
じ
質
問
で
代
議
員
対
象
に

行
っ
た
結
果
（
2
9
4
6
号
）
と
大
き
な
差
異
が
見
ら
れ
な

か
っ
た
。
対
象
は
2
3
6
6
人
（
地
区
懇
談
会
の
開
催
に
合

わ
せ
て
送
付
）、
回
収
数
は
4
7
7
（
回
収
率
20
％
）。

2
0
1
5
年
度

地
区
懇
ア
ン
ケ
ー
ト

「
新
専
門
医
制
度
に
つ
い
て
」 

結
果

半
数
以
上
が
診
療
報
酬
で
の
差
別
化
に
反
対

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

知らない 44.0％知っている 56.0％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

その他 4.4％
賛成 9.4％

いたしかたなし
31.0％反対 55.1％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

その他 7.5％
賛成 10.7％

いたしかたなし
36.1％

反対 45.7％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

その他 10.1％
不安を感じる 21.0％

期待する
24.3％

今の開業医の良さを
継承してほしい 44.7％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

わからない
22.0％

新たに取得しない 18.7％

新たに取得 2.7％

更新しない 12.2％

更新する 44.2％

図１  2015年春卒業生からの専門医取得の
実質義務化

図２ 診療報酬での差別化

図３ 適正配置

図４  将来、総合診療専門医が地域をみる
ことについて

図５ 専門医の更新あるいは取得について

　熊本地震募金につきまして、ご協力いただき、ありがとうございまし
た。６月末までに寄せられた30件65万7,680円を７月４日に日本赤十字
社に義援金として送りました。
　引き続いて募金を行っております。ご協力をお願いいたします。

熊本地震
救援募金
マツダ アヤコ
ロウジンクラブトキワカイカイチ
ヨウ フルヤ ヨシアキ
シクマ イイン シクマ ススム
ヤナイ ユタカ
キムラシンリヨウシヨ
ヤマモト　アキロウ
ミヤマシンリヨウシヨ
カメオカビヨウインケ-エイチピ-
ゴルフクラブ
カンダ コウイチ
コマキ カンジ
ヨシオカ ヒデオ

フルタ コウイチ
イトウ アユコ
キムラナイカクリニツク キムラ 
ススム
イ）セキイインリジチヨウ セキ 
ヒロシ
ミノワダ タケジ
マルオ カオル
カトウ トシカツ
アリイ エツコ
キムラシンリヨウシヨ
シミズ ヨシオ
ツカダ ヒデアキ

スズキ タカシ
イ）セイジンカイヨシカワイイン 
ヨシカワ マサト
クズオカセイケイゲカイイン ク
ズオカ タツジ
ツジ マリ
クボ　サヨ
ナカベ アキコ
フジシロ テイコ
イ）ツジイイン
 （順不同・敬称略）

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 7 月 2 0 日第 2 9 7 1 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月 5日･20日･25日発行



社 保 研

レポート

第658回（5/28）在宅における緩和ケアの現状と今後～課題と明日への一歩
講師：渡辺緩和ケア・在宅クリニック　院長　渡辺　剛 氏

症例もとに早期からの
緩和ケアの重要性訴える

　
今
回
は
在
宅
を
中
心
と
し
た

緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
お
話
で

あ
っ
た
。

　
冒
頭
ま
ず
、
緩
和
ケ
ア
の
定

義
が
大
き
く
広
が
っ
て
き
た
こ

と
や
、
川
越
厚
先
生
の
「
ホ
ス

ピ
ス
は
建
物
で
は
な
く
哲
学
を

い
う
」
と
い
う
言
葉
の
紹
介
、

多
死
社
会
に
向
け
た
在
宅
ホ
ス

ピ
ス
緩
和
ケ
ア
の
必
要
性
、
ま

た
診
療
報
酬
に
お
い
て
も
、
在

宅
か
ら
緩
和
ケ
ア
病
棟
へ
の
紹

介
に
対
す
る
評
価
の
充
実
な

ど
、
ホ
ス
ピ
ス
緩
和
ケ
ア
の
現

状
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

　
続
い
て
、
早
期
か
ら
の
緩
和

ケ
ア
の
重
要
性
を
症
例
を
交
え

て
解
説
。
し
か
し
現
状
と
し
て

は
、
緩
和
ケ
ア
に
対
す
る
意
識

範
疇
を
大
き
く
超
え
る
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
誰
し
も
避

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
死
に
対

し
て
、
こ
の
よ
う
に
緩
和
ケ
ア

が
行
っ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
緩
和
ケ
ア
を
特
に
必
要
と

し
な
い
看
取
り
全
般
に
と
っ
て

も
、
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

　
そ
の
他
、
緩
和
ケ
ア
が
予
後

の
改
善
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

の
実
証
研
究
な
ど
も
紹
介
さ
れ

る
な
ど
、
本
講
演
の
内
容
は
よ

り
多
彩
で
具
体
的
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
当
日
ご
参
加
い

た
だ
け
な
か
っ
た
先
生
は
是
非

保
険
医
専
用
サ
イ
ト
の
配
信
動

画
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
当

日
資
料
も
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
い
た
だ
け
る
。
Ｕ
Ｒ
Ｌ

は
本
紙
1
面
欄
外
に
掲
載
し
て

い
る
。
　

な
ど
、
多
く
の
分
量
を
割
い
て

解
説
さ
れ
た
。

　
最
後
は
看
取
り
に
つ
い
て
話

さ
れ
た
。
看
取
り
を
行
う
ケ
ア

チ
ー
ム
の
中
心
は
医
師
で
は
な

く
訪
問
看
護
師
と
の
こ
と
。
看

取
り
の
サ
ポ
ー
ト
で
は
、
本
人

の
み
な
ら
ず
家
族
全
体
が
死
を

穏
や
か
に
受
け
入
れ
迎
え
る
こ

と
へ
の
支
援
が
求
め
ら
れ
、
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

が
、
看
護
師
の
支
援
が
心
安
ら

か
な
看
取
り
に
つ
な
が
っ
た
事

例
も
紹
介
さ
れ
、
チ
ー
ム
の
努

力
が
確
実
に
成
果
に
つ
な
が
っ

て
い
た
。

　
全
体
を
通
じ
て
印
象
的
だ
っ

た
こ
と
は
、
緩
和
ケ
ア
が
行
っ

て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
行
お

う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
緩
和

ケ
ア
と
い
う
言
葉
か
ら
思
い
描

く
イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
ず
っ
と
広

く
、
従
来
の
医
療
行
為
と
い
う

講
師
の
渡
辺
剛
氏

　
厚
生
労
働
省
は
6
月
24
日
、

医
療
事
故
調
査
制
度
の
見
直
し

に
関
す
る
医
療
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
公

布
・
施
行
し
た
。
主
な
内
容
は

次
の
2
点
。

　
⑴
病
院
等
の
管
理
者
は
、
医

療
事
故
の
報
告
義
務
等
に
よ
る

報
告
を
適
切
に
行
う
た
め
、
当

該
病
院
等
に
お
け
る
死
亡
お
よ

び
死
産
の
確
実
な
把
握
の
た
め

の
体
制
を
確
保
す
る
。

　
⑵
医
療
事
故
調
査
等
支
援
団

体
に
よ
る
協
議
会
を
組
織
す

る
。
　

　
医
療
事
故
調
査
等
支
援
団
体

は
、
支
援
を
行
う
に
当
た
り
必

要
な
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、

共
同
で
協
議
会
を
組
織
す
る
こ

と
が
で
き
る
。本
協
議
会
は
、そ

の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
病
院

等
の
管
理
者
が
行
う
報
告
、
医

療
事
故
調
査
の
状
況
、
支
援
団

体
が
行
う
支
援
の
状
況
の
情
報

の
共
有
お
よ
び
必
要
な
意
見
の

交
換
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。

協
議
会
は
、
前
項
の
情
報
の
共

有
お
よ
び
意
見
の
交
換
の
結
果
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社
会
保
障
・
税
番
号
制
度

の
実
施
に
伴
い
、
税
務
署
に

提
出
す
る
診
療
報
酬
に
係
る

支
払
調
書
に
個
人
番
号
ま
た

は
法
人
番
号
（
以
下
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
）
の
記
載
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
を
受
け
て
、
社

会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

（
支
払
基
金
）
は
、
保
険
医

療
機
関
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

提
供
を
求
め
て
い
る
。

　
京
都
の
保
険
医
療
機
関
に

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
収
集
の

予
告
文
書
が
6
月
に
届
い
て

お
り
、
8
月
10
日
〜
15
日
の

間
に
収
集
キ
ッ
ト
が
送
付
さ

れ
る
（
提
出
期
日
は
9
月
15

日
）。
収
集
キ
ッ
ト
は
支
払

基
金
に
委
託
を
受
け
た
業
者

（
㈱
シ
ー
イ
ー
シ
ー
）
か
ら

直
接
医
療
機
関
に
送
付
さ

れ
、
必
要
書
類
を
返
信
用
レ

タ
ー
パ
ッ
ク
で
返
送
す
る
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
に

つ
い
て
法
令
は
事
業
者
（
支

払
基
金
）
に
協
力
す
る
よ
う

努
力
義
務
を
規
定
す
る
に
と

ど
ま
る
。
個
人
（
保
険
医
療

機
関
）
に
提
供
義
務
を
負
わ

せ
る
規
定
は
な
く
、
提
供
は

あ
く
ま
で
任
意
で
あ
る
。 

　
保
団
連
は
今
回
の
収
集
に

関
し
て
支
払
基
金
本
部
と
懇

談
し
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
・
提
供
が
な
く
て
も
診

療
報
酬
の
審
査
・
支
払
に
不

利
益
は
な
い
」
こ
と
、「『
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
供
し
な

い
』
旨
の
意
思
が
確
認
で
き

れ
ば
提
出
を
督
促
し
な
い
」

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提

供
し
な
い
場
合
で
も
そ
の
意

思
表
示
（
収
集
キ
ッ
ト
の
返

送
）
が
必
要
と
な
る
の
で
ご

留
意
い
た
だ
き
た
い
。

　
ご
質
問
や
お
問
い
合
わ
せ

は
、
協
会
事
務
局
ま
で
。

は
、
な
お
「
終
末
期
の
み
が

対
象
」「
緩
和
ケ
ア
病
棟
の

み
で
実
施
」
な
ど
の
回
答
率

が
高
い
。
ま
た
、
実
際
に
紹

介
さ
れ
る
患
者
の
う
ち
、
抗

が
ん
治
療
を
受
け
て
い
る
患

者
は
20
％
に
過
ぎ
な
い
。
一

方
で
、
治
療
早
期
（
化
学
療
法

中
）
か
ら
の
在
宅
ケ
ア
で
は
、

求
め
ら
れ
る
医
療
・
ケ
ア
は
よ

り
多
様
化
し
、
質
の
高
い
在
宅

医
療
・
訪
問
看
護
の
確
保
が
欠

か
せ
な
い
。
看
取
り
の
質
に
応

じ
た
点
数
改
定
も
な
さ
れ
て
き

て
い
る
。
加
え
て
、
一
般
病
棟

に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
が
在
宅
療
養

継
続
の
鍵
に
な
る
こ
と
も
触
れ

ら
れ
た
。

　
そ
し
て
、
緩
和
ケ
ア
の
中
で

重
要
な
位
置
を
占
め
る
、
が
ん

の
痛
み
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ

い
て
は
、
薬
剤
ご
と
の
使
用
方

法
等
を
詳
細
に
解
説
い
た
だ
く

に
基
づ
き
、
①
病
院
等
の
管
理

者
が
行
う
報
告
、
医
療
事
故
調

査
、
支
援
団
体
が
行
う
支
援
の

円
滑
な
実
施
の
た
め
の
研
修
の

実
施
②
病
院
等
の
管
理
者
に
対

す
る
支
援
団
体
の
紹
介
―
を
行

う
と
も
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
同
日
厚
生
労
働
省
医

政
局
総
務
課
長
か
ら
出
さ
れ
た

「
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う

留
意
事
項
等
に
つ
い
て
」
で

は
、
⑴
支
援
団
体
連
絡
協
議
会

に
つ
い
て
、
⑵
医
療
事
故
調

査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
、
⑶
病
院
等
の
管
理
者
に
つ

い
て
、
⑷
医
療
安
全
支
援
セ
ン

タ
ー
に
つ
い
て
の
4
項
目
の
内

容
を
了
知
の
上
、
運
用
に
遺
憾

な
き
よ
う
特
段
の
配
慮
と
医
療

機
関
、
関
係
団
体
等
へ
の
周
知

を
求
め
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
、
特
に
病
院
等
の

管
理
者
が
知
っ
て
お
く
べ
き
と

こ
ろ
を
抽
出
し
、
ア
ン
ダ
ー
ラ

イ
ン
を
付
し
て
て
お
く
の
で
、

ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。（
別

掲
）

　
参
院
選
は
自
民
、
公
明
の
与

党
が
改
選
過
半
数
を
確
保
し
、

こ
れ
に
お
お
さ
か
維
新
の
会
な

ど
を
加
え
た
「
改
憲
勢
力
」
が

憲
法
改
正
を
発
議
で
き
る
3
分

の
2
を
超
え
た
。
す
で
に
衆
院

も
自
公
で
こ
の
議
席
を
占
め
て

お
り
、
戦
後
政
治
の
重
大
な
転

換
点
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

今
選
挙
は
国
民
に

も
医
療
者
に
も
き

わ
め
て
重
い
意
味

を
持
つ
も
の
と

な
っ
た
。

　
こ
の
結
果
を
各

紙
は
揃
っ
て
「
改
憲
勢
力
3
分

の
2
超
」
と
の
大
見
出
し
で
報

じ
た
。
し
か
し
、
安
倍
首
相
が

争
点
に
掲
げ
て
い
た
の
は
消
費

税
率
引
き
上
げ
先
送
り
と
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
の
是
非
で
あ
り
、
野

党
の
訴
え
た
改
憲
阻
止
に
は
選

挙
期
間
中
、
沈
黙
を
続
け
た
。

論
戦
は
か
み
合
わ
ず
、
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
の
限
界
を
指
摘
し
た
も

の
の
対
案
を
提
示
で
き
な
か
っ

た
民
進
党
へ
の
支
持
は
広
が
ら

な
か
っ
た
。

　
選
挙
期
間
中
は
あ
え
て
語
ら

ず
、
数
を
振
り
か
ざ
し
て
押
し

切
る
。
安
倍
首
相
の
手
法
は
、

特
定
秘
密
保
護
法
や
安
全
保
障

関
連
法
の
例
を
ひ
く
ま
で
も
な

く
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
選
挙

直
後
に
は
、
改
憲
案
を
最
終
的

に
承
認
す
る
の
は
国
民
投
票
で

あ
っ
て
、「
選
挙
で
争
点
と
す
る

こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
」

と
ま
で
語
り
、
秋
の
臨
時
国
会

か
ら
憲
法
審
査
会
で
改
憲
論
議

を
始
め
る
意
向
を
示
し
た
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
改
憲
は

選
挙
で
争
点
と
し
て
選
ば
れ
た

国
会
議
員
に
よ
っ
て
熟
議
さ
れ

た
う
え
で
、
最
後
の
確
認
と
し

て
国
民
投
票
に
は
か
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
変
え
ね
ば
な

ら
な
い
の
か
、
ど
の
部
分
を
変

え
る
の
か
を
国
民
に
問
わ
ず

に
、「
信
を
得
た
」
と
は
決
し

て
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
自
民
党
は
政
権
復
帰
し
た

2
0
1
2
年
の
衆
院
選
以
来
、

国
政
選
挙
で
勝
ち
続
け
て
は
い

る
が
、
棄
権
者
も
含
め
た
全
有

権
者
に
占
め
る
割
合
「
絶
対
得

票
率
」
で
み
る
と
、
12
年
衆
院

選
16
％
、
13
年
参
院
選
18
％
、

14
年
衆
院
選
17
％
、
そ
し
て
今

回
は
19
％
と
有
権
者
の
2
割
に

届
い
て
い
な
い
。

　
朝
日
新
聞
が
直
後
に
行
っ
た

世
論
調
査
で
は
、
今
選
挙
結
果

に
つ
い
て
「
首
相
の
政
策
が
評

価
さ
れ
た
か
ら
」
は
15
％
で
、

「
野
党
に
魅
力
が
な
か
っ
た
か

ら
」
が
71
％
に
及
ん
だ
。
安
倍

首
相
の
下
で
の
改
憲
に
「
反

対
」
は
43
％
で
、「
賛
成
」
の

35
％
を
上
回
っ
て

い
る
。 

　
衆
参
で
圧
倒
的

多
数
を
得
た
か
ら

と
い
っ
て
、
国
民

が
安
倍
首
相
に
白

紙
委
任
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

数
の
力
で
押
し
切
る
暴
挙
を
こ

れ
以
上
繰
り
返
さ
せ
な
い
た
め

に
、
監
視
を
強
め
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
今
選
挙
で
は
、
立
憲
主
義
や

民
主
主
義
が
壊
さ
れ
る
こ
と
へ

の
危
機
感
か
ら
民
進
、
共
産
、

社
会
、
生
活
の
4
野
党
が
32
あ

る
1
人
区
す
べ
て
で
候
補
者
を

一
本
化
す
る
「
共
闘
」
が
行
わ

れ
た
。
11
勝
21
敗
で
負
け
越
し

た
と
は
い
え
、
一
定
の
力
を
示

し
、
東
北
6
県
中
5
県
に
お
い

て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
、
沖
縄
県
に
お
い

て
基
地
問
題
で
与
党
に
厳
し
い

審
判
を
下
し
た
。

　
今
回
は
全
体
と
し
て
与
党
を

脅
か
す
ま
で
は
届
か
な
か
っ
た

が
、
野
党
に
は
国
民
が
望
む
社

会
保
障
充
実
と
経
済
好
転
に
向

け
て
の
対
抗
策
を
示
す
力
を
つ

け
て
、
批
判
の
受
け
皿
と
な
る

存
在
感
を
し
っ
か
り
と
示
し
て

ほ
し
い
。

　
消
費
増
税
の
2
年
半
先
送
り

で
、
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革

そ
の
も
の
に
立
ち
返
っ
て
考
え

な
お
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い

る
。
協
会
は
、
今
選
挙
に
あ
た

り
社
会
保
障
費
の
抑
制
策
お
よ

び
患
者
負
担
増
計
画
の
中
止
、

所
得
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　国は医療制度改革を着実に進め、医療・介護サービ
スにかかる公費負担抑制、抱き合わせで安倍成長戦略
に資する産業化を目指している。先行して進められる
医療・介護サービス提供体制改革は、地域医療構想を
通じた病床数抑制や「新専門医制度」を通じた養成段
階からの医師の在り方の変質を目指す。
　ただし、提制改革だけで国の医療制度改革の目的が
達成されるわけではない。これは提供体制と保険制度
の「一体改革」であり、都道府県が提供体制と保険財政
を一体的に管理・抑制させられる体制づくりなのである。
　2018年４月、市町村国民健康保険（以下、単に「国
保」と表記）が都道府県化する。これこそが、本当の
始まりであり、改革の全面的スタートになる。

２年を切った国保都道府県化
　国保都道府県化は、15年５月に第189回通常国会で
成立した「医療保険制度改革関連法（持続的な医療保
険制度等を構築するための国民健康保険法等の一部を
改正する法律）」に基づくものである。法施行は18年
４月。実施まで２年を切っている。
　法成立によって毎年約3400億円の「追加公費投入」
が一部先行実施され、15年度より約1700億円（低所得
者の多い保険者への財政支援分）が保険者に配分され
ている。残る1700億円は都道府県化の実施後、投入開
始となる。
　国保都道府県化は、都道府県が保険者となり、市町
村が事業から撤退するものではない（第2919号にて
詳細既報）。確かに都道府県は保険者になるが、市町
村も引き続き保険者である。都道府県単位なった国保
財政運営を都道府県が担い、市町村は引き続き保険料
率の決定、賦課・徴収、資格管理、保険給付、保健事
業等を担う。
　財政の流れは、市町村は都道府県への「納付金」を
支払うため、保険料を徴収し、支払う。都道府県は保
険給付に必要な費用を全額「交付金」で支払う仕組み
となる。
　詳細な制度運用については、この間「国民健康保険
制度の基盤強化に関する国と地方の協議」（国保基盤
強化協議会）の「事務レベルＷＧ」で協議・検討され
てきた。
　その結果物として16年４月28日、厚生労働省保険局
長が二つの通知を発出した。
　「都道府県国民健康保険運営方針について」と「国
民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定方法
について」である。以下、密接不可分な二つの通知を
通じ、浮かび上がる都道府県化した国保の姿を捉えて
おきたい。

都道府県に策定義務―国保運営方針
　通知で策定要領の示された「国保運営方針」は、国
民健康保険法第82条の２を根拠に全都道府県に策定義
務がある。運営方針は都道府県と市町村が一体とな
り、「各市町村が事業の広域化を推進」する基本であ
り、国保運営協議会（都道府県に新設）への知事の諮
問、協議会の答申を経て知事が決定する。同方針に
は、①国保財政②標準保険料③保険料徴収④給付の適
正化―等に関する事項が記載される。

国保財政―医療費動向と将来見通しの記述
　運営方針は「国保財政」について、「医療費の動向
を把握し、将来の国民健康保険財政の見通しを示し、
その要因分析を行う」よう求める。医療費動向は、都
道府県全体・市町村単位の５歳ごとの年齢階層別１人
当たり医療費や全年齢階層の１人当たり医療費。医療
の提供状況（医療機関等の数、病床数等）と１人当た
り医療費の相関関係、地域（市町村・二次医療圏等）
ごとの診療種別医療費・疾病分類別医療費を記述させ
る。財政見通しの推計にあたっては、「第３期都道府
県医療費適正化計画」（18年～22年）の「推計方法」
を「参考とすることも考えられる」。
　新たな医療費適正化計画は医療費支出目標を明記
し、提供体制改革（病床機能分化と地域包括ケア）と
後発医薬品普及等の保険者機能強化によって、医療費
抑制を都道府県単位に推進させる仕組み（第2964号
にて既報）である。これが同じ都道府県による国保財
政見通しと一体のものとなるのは当然の話であろう。
　つまり、都道府県では医療費適正化計画を機体に、
国保運営方針と地域医療構想が両翼を構成する形にな
る。

単年度均衡原則と解消対象としての
「一般会計法定外繰入」
　国保の財政構造は法定されている。医療給付費総額
を定率国庫負担32％、国・都道府県の調整交付金がそ
れぞれ原則９％で全体の５割を構成し、残る５割は被
保険者の保険料と各種財政支援策で構成。市町村は国
保特別会計を立ち上げ、運営している。だが実際のと
ころ、国保は年齢構成が高く、医療費水準が高い。被
保険者の所得水準が低い。保険料が高額になりがち
で、収納率が低位に止まるといった「構造問題」を抱
えている。それゆえに、少なくない市町村が実施して
いるのが、一般会計からの「法定外繰入」である。
　「平成26年度市町村国保の財政状況」（16年２月９日
公表）によれば、単年度赤字保険者は56％に及び、法

定外繰入を行った全保険
者の総額は3738億円で、
うち「決算補填目的」の繰
入が3472億円で91.8％。
うち「保険料・税の負担
緩和を図る」ための繰入
は944億円を占める※１。
医療費増加にあっても低
所得者層が多く、保険料
引き上げに踏み切れない
市町村は、単年度赤字を
回避するために、一般会
計からの繰入をせざるを
得ないのである。また、
「前年度繰上充用」なる
手法もある。これは次年
度の収入を当該年度の赤
字解消に充て、収支を均
衡させるものである。

　しかし国は要綱においてこう釘を刺す。国保は「一
会計年度単位で行う短期保険」であり特別会計は「収
支均衡」が原則であり、必要な支出を保険料や国庫負
担金などにより賄うことで均衡させなければならな
い。市町村の「保健事業にかかる繰入」はともかく、
決算補填等目的の繰入は「解消または削減」する対象
である。

納付金と標準保険料率
　要綱は正しく保険料を徴収すれば市町村の国保特別
会計は赤字にはならない、と主張する。「財政支援措
置の拡充や保険給付に要した費用は全額交付する仕組
み」の導入と「市町村標準保険料率に依って保険料を
賦課・徴収すれば」である。
　前者の財政支援措置の拡充とは3400億円の追加公費
投入を指し、「全額交付する仕組み」は、保険給付に
必要な「交付金」を都道府県が支払うことを指す。
　後者の「標準保険料率」は、都道府県が市町村に対
して示すものだが、要綱は「将来的な保険料負担の平
準化（≒統一保険料化）を進めるための指標として、
全国一律の算定方式により、すべての市町村について
示す」ものと述べる。
　国保が都道府県化しても、保険料率を市町村が設定
するのは変わらず、市町村も引き続き国保特別会計を
持つ※２。
　都道府県が市町村に収めさせる「納付金」は標準保
険料率と表裏一体の関係にある。
　納付金は各市町村の医療費実績に所得水準や年齢構
成を加味して算定されるが、市町村が納付金支払いに
必要な財源を確保できるよう、国が示した一律の計算
式に基づく「標準的な保険料率」が算出され、提示さ
れるのである。
　標準的な保険料率を採用するかどうかは、市町村の
判断に任される。もしも、市町村が標準保険料率を採
用した場合、その金額に「法定外繰入」など反映され
ないため、繰入を行ってきた市町村では、医療費水準
が劇的に低くならない限り、従来よりも保険料額が高
くなることは間違いない。

高い保険料による市民・市町村の苦悩は
解消されない

　こうした仕組みのもとでは、市町村が独自に実施し
てきた法定外繰入が存続されるかどうかが、実施が近
づくと地方議会での議論の焦点となってくるだろう。
特に小泉構造改革以来、市町村の財政状況は一般的に
悪化しており、これを機に繰入を止め、標準保険料率
をストレートに採用する市町村も出てくるだろう。し
かし、被保険者サイドからいえば、払えないものは払
えないのである。
　もともと市町村が法定外繰入をせざるを得なくなっ
ているなら、保険給付に対する国庫負担引き上げがな
されるべきだった。今回の都道府県化は、この点を何
ら解決しない。
　むしろ、各市町村は保険給付額を減らし、納付金額
を引き下げることに努力せねばならなくなる。その有
効な手段として、今国が強く打ち出しているのが保険
者機能強化の決め手としての「データヘルス事業」で
ある。これこそが地域の医療の在り方、医師の医療提
供の姿に変質を強いる恐れがあるものだが、次回以
降、検討したい。

※１　国保新聞・第2116号・2016年２月10日発行
※２　 但し、地域の実情にあわせ、二次医療圏あるい

は都道府県ごとに保険料を「一本化」すること
も可能とされ、例えば大阪府は統一保険料率採
用を予定。

2016年２月　厚生労働省保険局国民健康保険課

政
策
解
説

国保都道府県化 2018年度施行へ

　国は医療制度改革を着実に進め、医療・介護サービ 　しかし国は要綱においてこう釘を刺す。国保は「一

第１回 都道府県化する国保財政の仕組み

【現行】 市町村が個別に運営
【改革後】 都道府県が財政運営責任を担う

など中心的役割

市町村
都道府県

・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）

・ 市町村ごとの納付金を決定

市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、
広域化を促進

・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業

（構造的な課題）

・年齢が高く医療費水準が高い

・低所得者が多い

・小規模保険者が多い

都道府県が市町村ごとに決定した

国保事業費納付金を市町村が納付

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営に
中心的役割を果たす市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付）

※被保険者証は都道府県名のもの

※保険料率は市町村ごとに決定

※事務の標準化、効率化、広域化を進める

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の

国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化）

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、

地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

国保制度改革の概要（運営の在り方の見直し）

なお、国の普通調整交付金については、 都道府県間の所得水準を
調整する役割を担うよう適切に見直す

○詳細については、引き続き、地方との協議を進める
12

図　国保改革の検討状況等について
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た
病
変
全
体
の
摘
出
な
ら
び

に
病
理
検
索
、
も
し
く
は
厳
重

な
定
期
的
経
過
観
察
が
望
ま
れ

る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

更
に
は
定
期
的
観
察
に
て
腫
瘍

が
徐
々
に
増
大
傾
向
に
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
る
と
切
除
適
応
に

問
題
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
十
二
指
腸
腺
腫
で
が
ん
に

至
っ
た
症
例
の
報
告
が
ほ
と
ん

ど
な
い
と
の
記
載
が
あ
る
が
、

同
様
の
腺
腫
で
あ
る
大
腸
で
は

症
例
数
が
多
い
た
め
、
が
ん
に

至
る
例
は
少
な
か
ら
ず
認
め
ら

れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
十

二
指
腸
で
は
症
例
数
が
極
め
て

少
な
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。
十

二
指
腸
で
も
大
腸
症
例
に
準
じ

て
処
置
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
手
技
に
つ
い
て
は
、
通
常
の

Ｅ
Ｍ
Ｒ
手
技
に
則
っ
て
施
行
さ

れ
て
い
る
。
術
者
は
内
視
鏡
専

門
医
と
し
て
、
診
断
、
治
療
の

分
野
で
多
く
の
経
験
を
積
ん
で

お
り
、
当
該
医
療
機
関
で
も
内

視
鏡
分
野
で
の
中
心
術
者
と
し

て
多
く
の
治
療
を
行
っ
て
い

る
。
十
二
指
腸
腫
瘍
に
つ
い
て

は
比
較
的
稀
な
疾
患
で
あ
る
の

で
内
視
鏡
的
治
療
の
経
験
症
例

が
少
な
い
が
、
技
術
的
に
大
腸

と
同
様
の
手
技
で
あ
る
こ
と
よ

り
、
大
腸
の
内
視
鏡
治
療
経
験

例
の
多
い
術
者
が
通
常
の
よ
う

に
施
行
し
て
お
り
、
特
に
問
題

は
な
い
。

　
事
後
処
置
に
つ
い
て
も
穿
孔

と
診
断
し
、
ク
リ
ッ
プ
に
て
の

操
作
を
試
み
て
い
る
が
、
不
成

功
に
終
わ
っ
た
の
で
、
外
科
的

処
置
に
早
期
に
踏
み
切
っ
た
こ

と
は
適
切
な
処
置
で
あ
る
。

　
説
明
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
）
に
つ
い
て
は
、

患
者
側
が
問
題
に
し
て
い
る
点

で
あ
っ
た
。
内
視
鏡
的
消
化
管

ポ
リ
ー
プ
切
除
術
同
意
書
の
中

に
、
合
併
症
と
し
て
消
化
管
穿

孔
の
可
能
性
、
出
血
の
可
能
性

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
同

書
類
に
本
人
お
よ
び
夫
の
同
意

す
る
旨
の
サ
イ
ン
が
な
さ
れ
て

お
り
、
基
本
的
に
は
問
題
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

患
者
側
は
穿
孔
の
危
険
性
に
つ

い
て
の
説
明
が
な
か
っ
た
と
強

く
主
張
し
て
い
て
、
説
明
が
十

分
で
な
か
っ
た
と
の
疑
問
は

残
っ
た
。
カ
ル
テ
記
載
に
「
Ｅ

Ｍ
Ｒ
に
つ
い
て
説
明
」
と
あ
る

が
、
穿
孔
な
ど
に
つ
い
て
具
体

的
に
詳
し
く
記
載
す
べ
き
で

あ
っ
た
。
カ
ル
テ
記
載
の
内
容

が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

こ
と
よ
り
説
明
の
内
容
が
重
要

で
あ
り
、
こ
の
点
は
若
干
問
題

で
あ
る
。

　
更
に
患
者
側
は
、
家
族
を
含

め
て
こ
れ
ら
の
点
を
説
明
す
べ

き
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
本
人
に
は
説
明
が
な
さ
れ
同

意
さ
れ
た
も
の
の
、
家
族
に
十

分
そ
れ
ら
の
内
容
が
伝
わ
っ
て

い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
っ

た
。
説
明
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
）
に
つ
い
て

は
、
医
療
機
関
側
↓
本
人
↓
家

族
、
も
し
く
は
、
医
療
機
関
側

↓
本
人
・
家
族
（
同
席
）
の
い

ず
れ
か
で
行
わ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
最
終
決
定
は
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
の
あ
る
成
人
の
場

合
、本
人
が
行
う
べ
き
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
決
定
の
段
階
で
家

族
に
相
談
し
て
決
め
る
の
も
、

本
人
の
意
思
の
み
で
決
め
る
の

も
本
人
の
自
由
で
あ
る
。
患
者

自
身
は
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に

問
題
が
な
く
、
充
分
説
明
す
れ

ば
、
そ
の
後
家
族
と
相
談
す
る

か
は
本
人
自
身
が
決
定
す
る
こ

と
で
あ
る
。
家
族
が
危
険
性
を

聞
い
て
い
れ
ば
手
術
を
受
け
な

か
っ
た
と
の
認
識
は
疑
問
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の

成
人
が
自
分
の
問
題
を
決
定
す

る
時
、
家
族
と
相
談
す
る
か
否

か
は
医
療
機
関
側
の
問
題
で
な

く
、
患
者
側
の
問
題
で
あ
る
。

家
族
が
本
人
の
話
を
聞
い
て
、

心
配
な
ら
び
に
疑
問
の
点
が
あ

る
な
ら
ば
、
家
族
が
医
療
機
関

に
対
し
て
説
明
が
聞
き
た
い

旨
、
要
請
す
べ
き
で
あ
る
。
た

だ
し
、
本
人
に
説
明
す
る
に
あ

た
っ
て
家
族
の
方
に
相
談
し
て

も
結
構
で
す
と
の
一
言
が
あ
っ

て
も
良
か
っ
た
か
と
も
考
え
ら

れ
た
。

　
今
回
の
内
視
鏡
治
療
に
あ

た
っ
て
、
通
常
と
異
な
る
手
術

室
で
行
っ
た
こ
と
は
、
術
者
側

が
通
常
よ
り
も
リ
ス
ク
が
あ
る

と
判
断
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
家
族
が
主
張
し

て
い
る
よ
う
に
20
〜
30
分
の
簡

単
で
リ
ス
ク
の
な
い
手
術
と
本

人
が
理
解
し
、
家
族
に
相
談
の

必
要
が
な
い
と
判
断
し
て
い
れ

ば
、
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
説
明

不
足
の
点
は
医
療
機
関
側
に
落

ち
度
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
同
意

書
の
み
な
ら
ず
、
カ
ル
テ
内
の

Ｅ
Ｍ
Ｒ
に
つ
い
て
説
明
し
た
と

の
項
目
で
、
も
っ
と
説
明
内
容

を
具
体
的
に
詳
細
に
書
く
べ
き

で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
本
件
は
診

断
、
適
応
、
手
技
、
事
後
処
置

に
は
大
き
な
問
題
は
な
い
も
の

の
、
治
療
に
つ
い
て
の
説
明
に

疑
問
点
が
指
摘
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
た
。

〈
結
果
〉

　
医
療
機
関
側
は
、
最
終
的
に

説
明
義
務
違
反
の
み
認
め
て
、

賠
償
金
額
を
提
示
し
た
が
、
患

者
側
は
そ
の
額
に
納
得
を
し
な

か
っ
た
。
裁
判
で
は
和
解
額
が

提
示
さ
れ
、
そ
の
額
で
和
解
に

至
っ
た
。
な
お
、
和
解
金
額
は

訴
額
の
約
2
分
の
1
で
あ
っ

た
。 

説
明
義
務
違
反
を
認
め
た
ケ
ー
ス

総
務
部
会

有
井 

悦
子

会
員
の
声
に
お
応
え
し
て

　
Ｑ
、
向
精
神
薬
多
剤
投
与
を

行
っ
た
医
療
機
関
に
つ
い
て

は
、
向
精
神
薬
多
剤
投
与
の
状

況
の
報
告
を
7
月
末
ま
で
に
行

う
必
要
が
あ
る
が
、
様
式
は
2

0
1
6
年
4
月
改
定
前
の
別
紙

様
式
40
を
用
い
て
報
告
す
る
こ

と
で
も
構
わ
な
い
の
か
。

　
Ａ
、
16
年
7
月
に
行
う
報
告

に
限
っ
て
は
、
新
様
式
・
旧
様

式
の
ど
ち
ら
の
別
紙
様
式
40
を

用
い
て
報
告
し
て
も
差
し
支
え

あ
り
ま
せ
ん
。
新
様
式
を
用
い

　
季
節
を
二
つ
遡
る
1
月
28

日
、
総
会
に
伴
わ
な
い
第
1
9

0
回
定
時
代
議
員
会
を
初
め
て

担
当
し
、
出
席
者
の
多
さ
に
感

じ
入
り
ま
し
た
。
病
医
院
や
訪

問
で
の
診
療
の
合
間
に
、
遠
方

か
ら
も
、
冷
え
込
む
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
で
忙
し
い
季
に
も
拘
ら

ず
。
け
れ
ど
も
、
協
会
か
ら
の

活
動
報
告
、
方
針
の
提
案
に
代

議
員
か
ら
全
く
意
見
が
出
な

か
っ
た
こ
と
に
愕
然
と
し
、
協

会
運
営
の
楔く

さ
びと
し
て
重
く
受
け

と
め
て
い
ま
す
。
医
療
政
策
の

先
行
き
の
厳
し
さ
や
、
専
門
医

制
度
の
解
り
に
く
さ
で
、
質
問

す
ら
出
し
に
く
い
状
況
は
あ
り

ま
し
た
が
、
早
速
に
3
月
度
代

議
員
会
ア
ン
ケ
ー
ト
で
意
見
を

伺
い
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、「
偏
っ
た
政
治
色

か
ら
抜
け
出
し
て
」
と
い
う
率

直
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
ま
し

た
。
当
方
も
一
会
員
の
頃
は
そ

の
よ
う
な
印
象
を
受
け
て
お

り
、
理
事
就
任
後
、
早
速
に
何

人
か
の
理
事
の
先
生
方
に
機
会

を
得
て
お
尋
ね
し
ま
し
た
。
本

当
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
念
や
お

考
え
を
お
持
ち
で
す
が
、
保
険

医
、
国
民
に
対
し
、〝
是
々
非

々
〞
と
い
う
素
晴
ら
し
い
姿
勢

の
下
で
、
心
を
寄
せ
て
活
動
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
し

た
。
1
年
が
経
ち
、
他
の
新
任

理
事
も
、
そ
の
こ
と
に
敬
服
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
「
身
近
な
、
な
か

な
か
本
心
か
ら
言
え
な
い
よ
う

な
問
題
を
取
り
上
げ
て
」
と
の

ご
要
望
に
は
〝
困
っ
た
と
き
の

保
険
医
協
会
〞
の
本
領
を
発
揮

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
世
の
定

年
の
年
齢
で
理
事
に
就
任
し
、

身
近
な
こ
と
と
し
て
、
遺
言
、

相
続
の
学
習
会
、
開
院
時
の
み

な
ら
ず
、
先
輩
方
が
大
変
ご
苦

労
さ
れ
た
閉
院
の
サ
ポ
ー
ト
の

必
要
も
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
余

力
を
残
し
て
閉
院
さ
れ
た
会
員

の
先
生
方
と
、
情
報
を
共
有
し

て
活
動
し
、
文
化
を
愉
し
み
、

余
生
を
と
も
に
あ
る
準
会
員
制

度
を
思
い
描
き
ま
す
。

　
1
年
半
程
前
の
保
険
医
新
聞

の
「
私
だ
っ
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
ば

か
り
聴
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
」
と
い
う
会
員
投
稿

が
心
に
残
っ
て
、
総
会
懇
親
会

で
喜
ん
で
い
た
だ
け
そ
う
な
企

画
が
実
現
し
ま
す
。
参
加
さ
れ

た
ア
ル
バ
ム
が
グ
ラ
ミ
ー
賞
に

ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
伊
藤
君
子

さ
ん
が
素
晴
ら
し
い
唄
を
聴
か

せ
て
下
さ
い
ま
す
。
ま
た
、
昨

冬
の
文
化
講
演
会
の
ア
ン
コ
ー

ル
に
応
え
、
伊
藤
若
冲
に
与
謝

蕪
村
を
加
え
て
嵯
峨
芸
大
の
佐

々
木
正
子
先
生
に
ご
登
壇
い
た

だ
き
ま
す
。〝
か
け
あ
い
漫
才

の
よ
う
〞
と
自
認
さ
れ
る
京
都

国
立
博
物
館
館
長
、
佐
々
木
丞

平
先
生
と
の
ご
夫
婦
講
演
が
実

現
し
ま
す
よ
う
七
夕
に
願
い
ま

す
。

る
場
合
は
、
16
年
4
・
5
・
6

月
の
3
カ
月
間
の
状
況
を
報
告

し
ま
す
が
、
旧
様
式
を
用
い
る

場
合
は
6
月
の
ひ
と
月
の
み
の

状
況
を
報
告
し
ま
す
。

　
16
年
10
月
以
降
の
報
告
に
つ

い
て
は
、
新
様
式
の
み
を
用
い

て
報
告
し
ま
す
の
で
、
該
当
す

る
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
ご
留

意
下
さ
い
。

医
療
事
故
報
告
件
数
6
月
は
34
件

遺
族
と
医
療
機
関
か
ら
調
査
依
頼

　
日
本
医
療
安
全
調
査
機
構
は

医
療
事
故
調
査
制
度
の
6
月
状

況
を
7
月
8
日
に
公
表
し
た
。

　
6
月
の
医
療
事
故
報
告
受
付

件
数
は
34
件
（
全
件
病
院
）

で
、
診
療
科
別
の
主
な
内
訳

は
、
消
化
器
科
6
件
、
内
科
5

件
、
循
環
器
内
科
・
外
科
各
4

件
で
あ
っ
た
。
累
計
件
数
は

2
8
5
件
（
診
療
所
23
件
、

病
院
2
6
2
件
）
と
な
っ
た
。

　
相
談
件
数
は
1
3
1
件
（
累

計
1
3
8
1
件
）
で
、
内
容

に
よ
る
集
計
で
は
1
5
8
件

（
複
数
計
上
）
で
あ
っ
た
。
そ

の
内
訳
は
、「
医
療
事
故
報
告

の
判
断
」
に
関
す
る
相
談
が
27

件
（
17
・
1
％
）、「
手
続
き
」

に
関
す
る
相
談
が
27
件
（
17
・

1
％
）、「
院
内
調
査
」
に
関
す

る
相
談
が
50
件
（
31
・
6
％
）、

「
セ
ン
タ
ー
調
査
」
に
関
す
る

相
談
が
11
件
（
7
・
0
％
）、

そ
の
他
43
件
（
27
・
2
％
）。

　
院
内
調
査
結
果
報
告
が
14
件

行
わ
れ
、累
計
92
件
と
な
っ
た
。

　
6
月
は
セ
ン
タ
ー
調
査
依
頼

が
2
件（
累
計
4
件
）あ
り
、
内

1
件
は
医
療
機
関
か
ら
初
の
セ

ン
タ
ー
調
査
依
頼
と
な
っ
た
。

向
精
神
薬
多
剤
投
与
に
つ
い
て
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第
1
0
7
回

京
都
実
地
医
家
の
会
例
会

　
日　
時　
9
月
3
日
（
土
）

午
後
3
時
30
分
〜
6
時

　
場　
所　
ホ
テ
ル
日
航
プ
リ

ン
セ
ス
京
都
3
階
「
ロ
ー
ズ
」

　
内　
容　
特
別
講
演
Ⅰ
「
現

代
の
糖
尿
病
ケ
ア
〜
生
活
指
導

と
Ｓ
Ｇ
Ｌ
Ｔ
2
阻
害
薬
に
で
き

る
こ
と
〜
」
講
師 

舛
田
出
氏

（
武
田
病
院
健
診
セ
ン
タ
ー
所

長
）〈
座
長
〉
堀
直
樹
氏
（
堀

医
院
院
長
）／
特
別
講
演
Ⅱ

「
膠
原
病
・
リ
ウ
マ
チ
に
気
づ

く
時
、
つ
き
あ
う
時
」
三
﨑
義

堅
氏
（
京
都
桂
病
院
膠
原
病
・

リ
ウ
マ
チ
科
部
長
）〈
座
長
〉

岩
瀬
知
行
氏（
岩
瀬
医
院
院
長
）

　
共　
催　
京
都
実
地
医
家
の

会
（
連
絡
先
：
☎
0
7
5
・
3

8
1
・
5
8
1
2　

岩
瀬
医

院
）、
大
正
富
士
医
薬
品
株
式

会
社

　
※
会
員
以
外
の
先
生
方
の
ご

参
加
を
歓
迎
し
ま
す
。
当
日
会

費
1
0
0
0
円
（
当
会
入
会
金

1
0
0
0
円
、年
会
費
不
要
）。

会
終
了
後
に
意
見
交
換
の
場
を

用
意
し
て
い
ま
す
。

　
※
日
医
生
涯
教
育
講
座
受
講

単
位
：
2
単
位
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
コ
ー
ド
：〈
講
演
Ⅰ
〉
76　

糖
尿
病
、
82　
生
活
習
慣
、

〈
講
演
Ⅱ
〉
19　
身
体
機
能
の

低
下
、
61　
関
節
痛

　
三
根
康
毅
氏
（
享
年
58
、
西

陣
）
6
月
28
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃　
報

　
谷
口
謙
先
生
が
詩
集
『
明
日

　
目
が
覚
め
た
ら
』
を
出
版
さ

れ
た
。
京
丹
後
市
の
診
療
所
は

閉
じ
て
、
現
在
は
岐
阜
県
に
お

住
ま
い
で
あ
る
。
同
書
の
略
歴

に
は
「
元
開
業
医
」
と
あ
る

が
、
詩
人
と
し
て
は
90
歳
に
し

て
な
お
健
筆
を
振
わ
れ
て
い

る
。
詩
集
よ
り
一
篇
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
く
。

　
「
詩
」

黙
っ
て
耐
え
て
／
何
百
回
と
な

く
／
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
走
ら
せ
た

／
書
い
て　
書
い
て　
取
り
柄

　
保
険
医
年
金
の
第
67
次
春
普

及
（
4
〜
6
月
）
に
、
多
数
の

お
申
し
込
み
を
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
生
保
普

及
担
当
者
お
よ
び
協
会
事
務
局

が
訪
問
の
際
に
は
、
お
忙
し
い

中
ご
面
談
い
た
だ
き
、
重
ね
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
回
は
特
に
好
評
で
、
月
払

32
人
・
2
8
3
口
、
一
時
払

42
人
・
6
1
2
口
の
新
規
加

入
、
増
口
を
い
た
だ
き
ま
し
た

（
昨
年
度
春
普
及
は
月
払
28
人・

1
5
4
口
、
一
時
払
35
人
・
2

6
9
口
）。

　
今
回
の
加
入
申
し
込
み
分
は

2
0
1
6
年
9
月
1
日
付
加

入
と
な
り
、
加
入
者
証
は
10
月

上
旬
に
協
会
よ
り
お
送
り
し
ま

す
の
で
、
し
ば
ら
く
お
待
ち
く

だ
さ
い
。
な
お
、
月
払
の
加

入
・
増
口
の
掛
金
は
8
月
（
9

月
分
掛
金
）
か
ら
引
き
落
と
し

を
開
始
し
ま
す
。
ま
た
、
一
時

払
の
掛
金
は
送
付
し
た
振
込
依

頼
書
（
京
都
銀
行
取
扱
・
振
込

手
数
料
無
料
）
に
て
、
8
月
3

日（
水
）ま
で
に
お
振
込
み
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
次
回
、
第
68
次
秋
普
及
は
、

9
月
1
日
よ
り
加
入
受
付
を
開

始
す
る
予
定
で
す
。
月
払
は
1

口
1
万
円
で
30
万
円
ま
で
、
一

時
払
は
1
口
50
万
円
で
受
付
期

間
ご
と
に
40
口
2
0
0
0
万

円
ま
で
加
入
で
き
ま
す
（
た
だ

し
、
新
規
加
入
は
満
74
歳
、
増

口
は
満
79
歳
ま
で
）。
豊
か
な

老
後
の
一
助
に
、
ぜ
ひ
加
入
・

増
口
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

が
あ
っ
た
か
／
何
も
な
い
こ
と

は
わ
か
っ
て
い
る
が
／
そ
れ
で

も
辛
抱
強
く
詩
を
書
い
た
／
そ

の
淋
し
さ
を
／
い
や　
そ
の
嬉

し
さ
を
／
ぼ
く
は
信
じ
て
詩
を

書
い
た

及
（
4

お
申
し
込
み
を
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
生
保
普

及
担
当
者
お
よ
び
協
会
事
務
局

が
訪
問
の
際
に
は
、
お
忙
し
い

中
ご
面
談
い
た
だ
き
、
重
ね
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
回
は
特
に
好
評
で
、
月
払

32
人
・

　
北
丹
医
師
会
は
京
丹
後
市
の

医
師
会
で
す
。
京
丹
後
市
は
、

平
成
の
大
合
併
で
、
そ
れ
ぞ
れ

人
口
1
万
人
前
後
の
丹
後
6
町

が
一
緒
に
よ
り
市
制
が
敷
か
れ

た
の
で
す
が
、
医
師
会
は
そ
の

前
か
ら
6
町
を
跨
い
だ
組
織
で

あ
っ
た
た
め
、
京
丹
後
市
医
師

会
で
は
な
い
の
で
す
。
合
併
前

は
、
6
町
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
完

結
的
な
形
で
存
在
し
て
お
り
、

各
町
そ
れ
ぞ
れ
が
病
院
を
町
内

に
持
と
う
と
し
て
い
た
た
め
、

合
併
時
6
万
7
千
人
の
人
口
に

対
し
、
病
院
が
四
つ
あ
る
状
態

で
し
た
。

　
合
併
を
期
に
、
病
院
の
統
廃

合
、
少
な
く
と
も
病
病
連
携
に

市
内
で
の
病
診
連
携
も
確
立
が

図
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま

す
。

　
合
併
後
12
年
が
経
ち
、
人
口

が
1
万
2
千
人
減
っ
た
中
で
の

変
化
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
極

端
な
少
子
高
齢
化
で
す
。

　
外
来
を
訪
れ
る
高
齢
者
は
、

80
歳
代
は
当
た
り
前
、
90
歳
代

も
珍
し
く
な
く
、
1
0
0
歳
を

超
え
る
方
も
通
院
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
外
来
で
こ
の
と
こ
ろ

よ
く
行
う
指
導
が
あ
り
ま
す
。

　
「『
も
う
年
や
か
ら
え
え

わ
』っ
て
言
っ
た
ら
あ
か
ん

で
。
自
分
で
自
分
の
面
倒
見
ら

れ
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
こ
れ

だ
け
年
寄
り
が
多
い
ん
や
、
昔

み
た
い
に
い
ろ
ん
な
人
が
面
倒

み
て
く
れ
へ
ん
で
。
若
い
時
は

少
々
さ
ぼ
っ
て
も
ど
う
と
い
う

こ
と
な
い
け
ど
、
年
と
っ
た
ら

す
ぐ
で
き
ん
よ
う
に
な
る
で
」。

　
そ
う
言
っ
て
、
ス
ロ
ー
レ
ジ

ス
タ
ン
ス
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
Ｓ

Ｒ
Ｔ
）
を
実
践
し
て
見
せ
て
い

ま
す
。
今
年
還
暦
を
迎
え
ま
し

た
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
偉
そ
う

拠
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
検
討

さ
れ
ま
し
た
が
、
住
民
感
情
を

考
慮
し
て
実
現
せ
ず
、
現
在
も

医
療
体
制
は
合
併
時
と
変
化
あ

り
ま
せ
ん
。

　
市
内
に
中
心
と
な
る
医
療
機

関
が
存
在
せ
ず
、
高
次
医
療
機

関
に
紹
介
す
る
際
、
市
内
の
4

病
院
の
ど
こ
に
す
る
の
か
、
は

た
ま
た
市
外
の
北
部
医
療
セ
ン

タ
ー
か
、
隣
県
の
豊
岡
病
院

か
、
何
時
も
頭
を
悩
ま
せ
る
と

こ
ろ
で
す
。
隣
の
与
謝
医
師
会

で
は
北
部
医
療
セ
ン
タ
ー
を
中

心
と
し
た
病
診
連
携
が
、
日
々

深
化
し
て
い
る
な
か
、
北
丹
医

師
会
で
は
、
前
提
と
な
る
病
病

連
携
が
進
ま
な
い
こ
と
か
ら
、

Ｓ
Ｒ
Ｔ
を
外
来
で
指
導

に
言
っ
て
い
る
手
前
、
Ｓ
Ｒ
Ｔ

の
手
本
が
で
き
な
く
な
っ
た
時

点
で
引
退
か
な
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
「
京
丹

後
市
」
の
な
か
で
、
2
0
1
4

年
閉
校
と
誤
記
さ
れ
て
い
る
網

野
南
小
を
含
め
複
数
の
学
校

医
、
園
医
を
や
っ
て
い
ま
す

が
、
子
ど
も
の
減
少
は
凄
ま
じ

い
限
り
で
す
。
そ
の
な
か
で
最

近
少
し
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、

以
前
か
ら
の
東
南
ア
ジ
ア
系
の

子
達
の
他
に
、
白
人
や
黒
人
の

子
達
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

医師の診る風景
上田　誠上田　誠（北丹）（北丹）

　北丹より❸

（旧網野町編）
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大学（現佐賀大学医学
部）卒

８月のレセプト受取・締切

基金
国保

９日（火）10日（水）
労災

10日（水）

○ ◎（※） ◎（※）

○は受付窓口設置日、◎は締切日
受付時間：基金  ９時～17時30分
　　　　　国保  ８時30分～17時15分
　　　　　労災  ８時30分～17時15分
（※）オンライン請求　５～７日 ８時～21時
　　　　　　　　　　８～10日 ８時～24時

詩集『明日 目が覚めたら』
谷口　謙 著、土曜美術社
出版販売、2016年4月15日、
2000円＋税

新
規
加
入
・
増
口
の
お
礼

― 

次
回
募
集
は
9
月
1
日
か
ら 

―

大
好
評
の

保
険
医
年
金

谷口 謙氏が詩集
卒寿で新作

花山　和士　税理士 乗岡　五月　税理士

外村　弘樹　公認会計士・税理士 牧野　伸彦　税理士

山口　　稔　税理士 鴨井　勝也　税理士

木谷　　昇　税理士 廣井　増生　税理士

経営相談 ～協会の無料相談室～
　医院経営から、贈与・相続、生命保険や損害保険などの税務も含めて、
なんでもご相談いただけます！

協力専門家一覧　税理士

◇お問い合わせは協会事務局まで TEL 075-212-8877
FAX 075-212-0707

◇会員の希望される税理士をご紹介します
◇随時、必要な時に相談できます
　ご都合の良い日を日程調整します
◇相談は無料（ただし、１事案１回限り）
　※ １事案につき１回の無料相談を超えてのご相談は、個別相談に移行
し有料になります

た
こ
と
で
す
。
子
の
頃
か
ら
色

ん
な
肌
の
人
に
接
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
将
来
に
役
立
つ

い
い
経
験
の
は
ず
で
す
。
市
内

に
米
軍
の
レ
ー
ダ
ー
基
地
が
で

き
、
町
内
に
そ
の
専
用
住
宅
が

建
設
さ
れ
た
こ
と
も
一
因
の
よ

う
で
す
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規

制
法
が
で
き
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
住
宅
の
直
ぐ
傍

に
、「
米
軍
関
係
の
困
り
ご
と

は
こ
ち
ら
に
ど
う
ぞ
」
な
ど
と

い
う
看
板
が
掲
げ
ら
れ
る
人
権

感
覚
に
は
、
が
っ
か
り
さ
せ
ら

れ
ま
す
が
。

京丹後市内の病院一覧

所在地 病 院 名
病　床

一 般 療 養
弥栄町 京丹後市立弥栄病院 152床 48床
峰山町 公益財団法人 丹後中央病院 256床 50床
網野町 特定医療法人三青園 丹後ふるさと病院 100床 60床
久美浜町 京丹後市立久美浜病院 110床 60床

3242入
、
増
口
を
い
た
だ
き
ま
し
た

（
昨
年
度
春
普
及
は
月
払

1
5
4

6
9

　
今
回
の
加
入
申
し
込
み
分
は

2
0
1
6

入
と
な
り
、
加
入
者
証
は

　
今
回
は
特
に
好
評
で
、
月
払

32

本
紙
に
て
連
載
し
、

14
年
12
月
に
出
版
し

た
谷
口
氏
の
著
作

『
漂
萍
の
記 

老
い
て

後
』（
ウ
イ
ン
か
も
が
わ
）

を
協
会
に
て
特
価

1
0
0
0
円
で
取
り

扱
っ
て
い
ま
す
。
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